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                港区教育委員会会議録        第２２１８号 

平成１８年第５回定例会 

 

日 時 平成１８年５月９日（火） 午前１０時０５分 開会 

場 所 教育委員会室 

 

「出席委員」            委 員 長        五味原   康 

                  委      員        澤   孝一郎 

                  委      員        横 矢 真 理 

                  委      員        小 島 洋 祐 

                  教 育 長        髙 橋 良 祐 

「欠席委員」 な し 

 

「説明のため出席した事務局職員」  次      長        川 畑 青 史 

                  参事（庶務課長事務取扱）        小 池 眞喜夫 

                  教育政策担当課長        堀   二三雄 

                  学 務 課 長        川 上 秀 一 

                  生涯学習推進課長        佐 藤 國 治 

                  図書・文化財課長        宮 内 光 雄 

                  指 導 室 長        藤 井 千惠子 

 

「書 記」             庶務課庶務係長        阿 部 祥 子 

                  庶務課庶務係主事        荒 川 正 行 

 

「会議に付した事件」 

第１ 教育長報告事項 

 １ 平成１８年度教育委員会の主な懸案課題について 

 ２ 魅力ある区立学校づくりのためのアンケート調査について 

 ３ 幼児・児童・生徒の事故について 

 ４ 生涯学習推進課４月事業実績と５月行事予定について 

 ５ 図書・文化財課４月事業実績と５月行事予定について 

 ６ 指導室５月行事予定について 

 

第２ 協議事項 

 １ 港区における生涯教育の施策の方向づけについて 

 （１）学校教育の環境整備について 
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 （２）社会教育の施策について 

 

第３ 審議事項 

 １ 議案第２１号 港区立運動場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 
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「開 会」 

○五味原委員長 おはようございます。 

 ただいまより、平成１８年第５回港区教育委員会定例会を開催いたします。 

（午前１０時０５分） 

 

「会議録署名委員」 

○五味原委員長 本日の署名委員は、横矢委員にお願いいたします。 

 

第１ 教育長報告事項 

 １ 平成１８年度教育委員会の主な懸案課題について 

○五味原委員長 日程に入ります。 

 日程第１、教育長報告事項。 

 教育委員会の主な懸案課題について、参事、よろしくお願いします。 

○参事（庶務課長事務取扱） それでは、資料ナンバー１をごらんいただきたいと思います。 

 平成１８年度教育委員会の主な懸案課題についてご報告申し上げます。１０項目掲げてございま

すけれども、この中の５番目、箱根ニコニコ高原学園の運営のあり方、それから放課後児童育成事

業については新しい項目ということですが、それ以外の８項目については平成１７年度の懸案課題

と引き続きのテーマとして掲げているものでございます。 

 では、全体概略をご説明させていただきたいと思います。１枚おめくりいただきたいと思います。 

 まず庶務課の関係、小中学校等の改築整備についてでございます。まず三田中学校の改築整備で

ございますけれども、今後の対応のところをごらんいただきたいと思います。平成１８年度は基本

設計・実施設計を行ってまいりますけれども、平成１８年度中に解体工事ということで、９月の補

正予算で対応をしてまいりたいと考えてございます。基本設計が完了した時点で、近隣住民等への

説明をして実施設計に進んでまいります。 

 次に高陵中学校の改築整備でございます。これもスケジュール的には三田中学校と同様でござい

ますが、ここでの問題として、改築工事中の仮校舎の場所を、現学校敷地以外の所に確保してほし

いという保護者の強いご要望をいただいておりますので、これを確保するということが課題になっ

てございます。そして仮校舎の建設経費の補正予算を計上する必要があるということになっており

ます。 

 次に白金台幼稚園の改築整備でございます。これも上の２校と同じく平成１８年度に基本設計・

実施設計を予定しておりますけれども、解体、仮園舎の建設を今年度中に行います。これは当初予

算で計上してございます。これについても仮園舎の候補地として、隣接する白金台３丁目の遊び場

について予定しておりましたが、一部近隣の理解が得られていないということで、この辺をどうす

るかということが課題になってまいります。 

 次に芝浦幼稚園・小学校の改築整備でございます。これはこの地区の人口急増傾向に対応するた

めということがありまして、改築を進めてまいります。今年度基本構想・基本計画を策定するとい
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うこととしております。ただし人口予測からすると、工事竣工以前に施設が満杯になるということ

が予想されますので、人口推移を見て、現在校庭にプレハブの増築をして新しい校舎ができるまで

をしのがなくてはいけないというようなことがございます。これ全体については田町駅東口周辺街

づくり検討会というところで全庁的にこの小学校の改築も含めて検討していくということにしてご

ざいます。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。港南小学校・幼稚園の整備でございます。これ

も先ほどの芝浦小学校・幼稚園と同様、活発なマンション開発によりまして、児童・園児の増加が

予定されるということと、それから老朽化ということを含めて改築をする予定でございます。これ

についても今年度基本構想・基本計画という形で進めてまいりたいと思っておりますけれども、こ

れも芝浦小学校・幼稚園と同じように、現校舎での対応が間に合わないということが想定されます

ので、プレハブ教室の設置等の対応が必要になってくると考えてございます。いずれにしても、芝

浦小学校・幼稚園と同様、入学予定者の保護者については早めに情報提供をしていく必要がありま

す。 

 それから改築の関係の最後ですけれども、赤羽小学校・幼稚園でございます。これにつきまして

も、老朽化と児童数の増加に伴う改築ということで、平成１８年度に基本構想・基本計画の策定を

予定しております。改築工事中の仮校舎についての早急な検討が必要であるということと、それか

ら改築計画があるということについて、保護者等にできるだけ早く情報提供をしていく必要がある

ということが課題となっております。 

 次に２点目でございます。３年保育実施幼稚園の拡大ということで、教育政策担当の所管でござ

います。平成１７年度は幼稚園教育の充実という項目でございました。これ実は現状のところでは

保護者アンケート等を今後もとっていくということで考えておりますけれども、これまでアンケー

トを昨年も実施し、それから昨年３月に教育委員と私立幼稚園側との懇談会を実施してまいりまし

た。今年度も私立側との協議を進めていくということで、３年保育が実施可能な園の実現に向けて

取り組んでまいります。 

 次に同じく教育政策担当ですけれども、特別支援教育の実施ということでございます。これにつ

いてはＮＰＯと協働して特別支援教育を推進してまいります。子ども家庭支援センターに個別支援

室を開設して、相談、学習指導員の育成・派遣等を実施をしてきております。今後の対応ですけれ

ども、ＮＰＯの活動について適切な履行の確認と進捗管理をしていく必要がございます。それから

事業の効果を評価していくために、今後の特別支援教育の方向性、あり方について学務課、指導室

と連携をして検討をしてまいります。 

 次でございます。学務課所管でございますけれども、学校選択希望制の検証でございます。現状

のところで下から二つ目の項目で、平成１８年度入学予定者の受け入れに当たりまして、通学区域

外からの受け入れ人数枠を別枠で設定する方法から、各学校の受け入れ上限数を設定する方法に一

部変更してきております。今後の対応でございますけれども、学校選択希望制検討会の設置をいた

しまして、これまでやってきた状況について検証した上、見直し案を検討をしてまいります。これ

と並行して、各地区総合支所に設置する地域教育会議においてそれぞれの保護者、学校現場等の意
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見を踏まえて制度の検討を行うことにしております。平成１９年度に新制度について区民への周知

を行ってまいります。それから平成２０年４月入学の学校選択希望制に新制度を適用してまいりま

す。 

 次でございます。学務課所管でございますが、箱根ニコニコ高原学園の運営のあり方についてで

す。新しく課題として掲げさせていただきました。現在、直営方式で運営しておりまして、職員数

が館長１名、職員は現員で５名ということでやっております。設備保守は外部委託ということにし

ております。これにつきましては、使用が小学校の移動教室・夏季学園ということで、利用の頻度

といいますか、ごく少ないというようなことと、それから利用者数に比べまして、管理運営費の負

担が非常に大きくなっているというようなことがございます。今後の対応といたしまして、平成１

９年度から設備の保守及び給食業務等を民間に委託をしたいというふうに考えてございます。 

 次、生涯学習推進課所管でございますが、放課後児童育成事業でございます。現在、「あおやま」、

「こうよう」、それから「なんざん」、「しば」という形で実施をしております。事業内容の拡充に対

応するため、なんざん、しばにつきましては民間事業者に委託をするということにしてございます。

今後の対応ということで、東町小学校、それから麻布小学校、御田小学校それぞれ開設を予定して

おりますけれども、これにつきましても、事業内容については住民等で組織した協議会で検討する

ことといたします。運営については民間の事業者を選定をしていきたいと考えてございまして、プ

ロポーザルに準じた方法で最適な事業者を設定してまいりたいというふうに考えてございます。 

 次でございます。生涯学習推進課、スポーツセンター改築についてでございます。これも昨年の

引き続きでございます。今後の対応でございますけれども、これは芝浦小学校・幼稚園と同様、田

町駅東口周辺街づくり検討会というものが庁内にできておりまして、こちらの中でこのスポーツセ

ンターの改築の関係についても検討を進めてまいります。なお、このスポーツセンターについては

改築基本構想を平成１８年度に策定をいたします。あわせて、平成２５年度に東京都で国体が開催

されますけれども、これらの国体開催のスケジュールも視野に入れて改築について準備を進めてま

いりたいということでございます。 

 次に図書・文化財課でございますけれども、図書館の改築等についてでございます。これも昨年

と引き続きでございます。まず、麻布図書館の改築でございますけれども、今後の対応ということ

で、基本構想・基本計画が策定しておりますので、住民説明会を開催をしていき、平成１８年度に

基本設計・実施設計、平成１９年度から工事に入るという予定でございます。仮設地が未定という

ことで、決まり次第、補正予算を計上をしてこれの対応をしていきたいと。仮に仮設用地が確保で

きないという場合には、「取次ぎ業務窓口」方式も含めた対応を検討してまいります。 

 赤坂図書館につきましては、平成１９年３月に完成予定の都営住宅の建てかえ事業の建設中の南

青山アパートメント内に複合の施設ということで移転をする予定でございます。平成１９年３月の

移転、４月の開設の予定で準備を進めております。 

 次にみなと図書館の改築でございます。これは昨年度改修から改築ということに変更をしており

ます。場所ですが、現在地で改築するのか、他の場所に開設するのかということについて未定でご

ざいます。これについて検討をしていく。それから改築中の仮設の場所についての検討もしていく
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こととしております。 

 最後に三田図書館の改修でございますけれども、これについては郷土資料館の移転に合わせて改

修を検討することとしております。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。指導室でございますけれども、学校の魅力を高め

る施策についてということで、これも昨年からの引き続きの内容になってございます。まず学力向

上事業の充実ということで、今後の対応ということですけれども、昨年度は４中学校で実施した土

曜特別講座を今年度は全中学校に拡大をし、土曜日の３０日程度、外部の講師を派遣して、自主的

な学習活動の支援を実施してまいります。 

 それから、昨年３５人以上の小学校全学級に区費講師を派遣をしておりましたけれども、今年度

は小学校１学年、在籍児童数２０名以上の学級に区費講師を派遣し、２人担任制を実施してまいり

ます。中学校ではコース別の指導を実施するための講師の配置を行って、確かな学力の定着をはか

るとともに、一人ひとりの個性を伸ばす教育を推進をしてまいります。 

 特別支援教育の推進については、先ほど教育政策担当のところでもご報告いたしました。昨年と

引き続きの内容になっているかというふうに思います。 

 それから３点目、不登校への対応ということでございます。学校の体制づくりということで、学

校と関係機関との連携の充実ということで進めてまいりました。そこにございますように、指導助

言を不登校サポートチームのために、そういう助言を行っていくということと、適応指導教室（つ

ばさ教室）の周知、宿泊体験活動等々を行い、関係者間の緊密な連携をはかってまいることとして

おります。 

 それから次のページをごらんいただきたいと思います。つばさ教室の関係ですけれども、新しく

区内の不登校児童生徒の精神的なケアや相談にかかわる目的で、自宅を家庭訪問するということに

しております。 

 次に英語教育の充実ということでございます。これは小学校１年から国際科を新設して、英語教

育を行う。中学校では時間数をふやすということで対応をしてまいります。 

 それから最後の行でございますけれども、英語を実践的に学び、豊かな国際感覚を磨くために、

小中学生の海外派遣準備のための委員会を設置して、海外派遣の事業の準備を進めてまいります。 

 １枚おめくりをいただきまして、最後でございます。指導室ですが、教育センターの整備でござ

います。これは前回、教育センターの基本構想についてご報告をいたしましたけれども、今後の対

応ということで、この基本構想について区民への周知を行ってまいります。それから引き続き、教

育センターの在り方に関する検討委員会を設置して、今度は基本計画を年度末までに策定するとい

う予定になっております。 

 簡単ですが、懸案から１０項目について、報告は以上でございます。 

○五味原委員長 ただいまの懸案課題について報告がございましたが、これにつきましてご質問、

ご意見ございましたらどうぞ。 

○澤委員 前回のときの平成１７年度の懸案課題の進捗状況と、先ほど庶務課長が説明されたよう

に引き続きという課題もあるんですけれども。その中で、一番最初の改築、整備について２点ほど
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質問させていただきたいのですが、白金台幼稚園で要するに仮園舎の場合に、一部近隣の理解が得

られてないというのがあるんですけれども、これはどういう理由でそういうことになっているのか

ということが一つ。それから今回芝浦幼稚園・小学校に関しては、正式に出てきたのは初めてかな

と思います。いろいろ話の中では出てきたんですけれども、これの確認は。今のところに建てるの

か。何か今のお話ですと、違った視点からも事務局としては考えているように聞こえたんで、その

辺の状況を説明していただければと思います。 

○参事（庶務課長事務取扱） １点目の白金台幼稚園の改築の関係ですけれども、これは実は仮園

舎の場所として、ちょうど向かい側に白金台３丁目の遊び場というのが、公団住宅の駐車場を挟ん

で２カ所あるんですけれども、そちらのどちらか１カ所について仮園舎としたいということで、現

在のＵＲ――都市機構、昔の公団さんですけれども――と話を詰めてきておるところですが、３月

に行った説明会で、その公団住宅にお住まいの方だと思われますけれども、遊び場も区民の利用が

あるので減らされては困るということで、どこかほかの場所をもっと探してほしいというご意見が

出ているところでございます。 

 それから２点目の芝浦幼稚園・小学校でございますけれども、どこの場所に建てるかと、現在地

に建てるということと、それからもう一つは、あそこは全体に田町駅の東口の駅前の場所について、

開発という手法で地区計画という手法になろうかと思いますけれども、そこに街づくりをしていこ

うというプロジェクトが庁内の中で検討されておりまして、そこの大きな課題を解決するために、

その中に幼稚園・小学校の改築というそう、いった手法も使っていこうということでございまして、

隣地に東京ガスの大きな土地がございます。 

○澤委員 スポーツセンターの向こう側に。 

○参事（庶務課長事務取扱） スポーツセンターの向こうです。そこに学校、小学校・幼稚園の校

地を求めるということで、現在よりも１．５倍ぐらいの敷地等が得られるという可能性があるとい

うことで、その辺について検討しているということでございます。 

○五味原委員長 ほかにはいかがでございましょうか。 

○小島委員 学校選択希望制のところですが、平成２０年４月の入学で新制度を適用するというふ

うに書いてあるのですけれども、新制度の内容はかなり具体的に検討されているのですか。 

○学務課長 一番下の進捗状況に加えて入っています。平成１８年３月２８日に学校選択希望制検

討会第１回を開催をしたところです。まだこの段階では、今後の進め方ですとか、スケジュール等

について確認をしたということになっていますので、具体的な中身については、これからの検討会、

地域教育会議ですね、そのあたりの検討を踏まえてつくっていくということになるかと思います。 

○五味原委員長 検討会のメンバーというのは、どういうメンバーになっておりますか。 

○学務課長 教育委員会の官職メンバーとあと小・中学校の校長先生の代表の方を。 

○五味原委員長 わかりました。ほかにはいかがでございましょうか。 

○澤委員 地域教育会議というのがその下にありますよね。これはどういうビジョンで、いつから

スタートするのですか。何かそんな話は前にありましたか。 

○参事（庶務課長事務取扱） 地域教育会議はこの選択制のためにつくるという会議ではございま



 － 8 － 

せん。 

○澤委員 ええ、そうですね。 

○参事（庶務課長事務取扱） 後期基本計画で区民の意見、それから提案されたものを取り入れた

制度でございますけれども、総合支所ごとに地域での教育力を高めるということで、家庭の教育力

が低下しているということを踏まえて、地域みんなで子どもたちを育てようということでそういう

提案がなされたものです。具体的な姿というのはこれから総合支所と教育委員会のほうで連携をし

て、新しい形の地域で教育を進める、子どもたちを育てるという会議を立ち上げようというもので、

これからということですけれども、そういうものができるということを前提に、そうした会議から

も地域の方々、保護者等に意見をいただいて、それを踏まえて選択制をどうしていくかということ

について検討を行っていこうというものでございます。 

○澤委員 昨今の現状はどこの子どもかわからないから、何か大人も見て見ぬふりをするようなそ

ういう傾向がある中で、今のお話は区民のご意見で地域の教育力、そういうものをもう一度見直し

て、その地域の教育力を効果的に発揮させようというので、これはぜひともいい形で運営する方向

で教育委員会としてもやっていきたいなという感想を持ちました。 

○五味原委員長 ほかにはいかがでございますでしょうか。 

 この懸案の中で、特に中学校、小学校、幼稚園の改築・整備というのが、非常に今回は多く計画

いただいているんですが。中学校、小学校、幼稚園についてもしかりなんですが、現在の教室数に

比べて、どのぐらいの大きさの、規模のものを改築のときに目標としているのか。 

○参事（庶務課長事務取扱） 現在、基本構想・基本計画で一応想定している教室数は、三田中学

校、高陵中学校、白金台幼稚園については基本計画の中で想定をしております。三田中学校、高陵

中学校についても、今後の人口増加、それから児童・生徒の予測というものをした上で、それぞれ

三田中学校も高陵中学校についても、現在のクラスよりも教室をふやす、学級をふやすということ

で、１学年３学級ずつだと思いますけれども、それぞれについて予定をしております。 

 白金台幼稚園についても、改築というのはなかなかそう多くできるわけではないので、こちらの

ほうで改築という機会がございますので、今後の幼稚園等に対応するような形での教室の確保とい

うことを考えています。 

○五味原委員長 中学校の場合は、例えば今のこの計画の中で、確かにクラスはふえても大丈夫。

だけれども、もし教科型の教育をやるとするならば、それにも対応できるような大きさになります

か。 

○参事（庶務課長事務取扱） はい。三田中学校、高陵中学校ともに教科教室型の運営方式をとる

ということにしておりますので、そうしたものに対応できるような施設・設備、それから少人数学

級等にも対応できるような形での施設を整備するということです。 

○五味原委員長 そうですか。幼稚園については、建物の大きさ、土地の大きさと建ぺい率の問題

点、その他からすると非常に難しいと思うんですよね。最終的には既存の幼稚園の建てかえ、もし

くは新しい場所に動かす場合には、教室をふやすことも可能ではないかというふうに考えるんです

けれども。この計画の中では、例えば中之町幼稚園のように、初めから増築が可能だというような
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考え方を持って計画をしていますか。 

○参事（庶務課長事務取扱） 増築をしなくても済むような形で、あらかじめ改築の中でそういっ

た今後のその中之町幼稚園などで行っている、３歳児保育あるいは預かり保育という、幼稚園教育

に寄せられているニーズにこたえられることができるなら、改築という数少ない機会をとらえてで

ないとなかなか難しいということもございますので、そうしたものを想定した形での施設を予定し

ております。 

○五味原委員長 ほかに何かございますでしょうか。 

○澤委員 今回、平成１８年度としての非常に重要な課題ということで、３年保育実施幼稚園の拡

大というのが独立したテーマとして掲げられております。これは昨年度からの流れで我々も非常に

重要な課題と考えています。その中で、今後の対応ということで、円満な解決をはかっていきます

と、これは当然そうなのですけれども、聞くところによると、私立幼稚園さんが何か請願を出され

たとか。そういったことがあれば、その状況と、それから円満な解決ということに対しては、今後

どういう手順、プロセスを考えていったらいいのか。事務局としてはどう考えておられるのかをお

話願えると。 

○教育政策担当課長 １点目の私立側の請願は、区長への要望書ということで４月に出されたもの

でございます。これについては３年幼稚園ということではございません。私立側のほうの要望書の

内容については、芝浦アイランドの子ども園について、国が総合施設について今法律を検討してい

るところでございますけれども、私立側としては、区のほうが子ども園条例を設置したとしても、

それは幼稚園ではないというような主張です。幼稚園であれば、それについては調整審議会事項で

あるというような趣旨で、９点、要望書を出されたものでございます。 

 これにつきましては昨年度もそうですから、以前からこちらとしては私立側にアイランドについ

て一応説明をしてきているところですけれども、幼稚園かどうかについてはなかなか合意が得られ

ていないという状況でございます。しかしながら、やはり一定程度了解してもらう必要があると考

えますので、引き続き私立幼稚園側に説明をして、納得できるような形をとっていきたいと考えて

おります。 

○小島委員 その点に関して、私立幼稚園側と協議対応するのは教育委員会なんですか、それとも

区長部局なんですか。 

○教育政策担当課長 基本的に私立幼稚園の窓口というのは教育委員会になるかと思います。区長

部局については、あくまで保育園ということの位置づけでございますので、私立側との窓口につい

ては教育委員会がそういう意味では窓口になるかと思います。 

○五味原委員長 ほかにはいかがでございましょうか。 

○澤委員 もう１点よろしいですかね。最後のほうの学校の魅力を高める施策について。今年度か

ら小学校で国際科を新設、中学校で英語の教育を充実させるということでスタートをしたわけです。

先日教科書をいただきまして、女房に見せたら「これ本当に小学校で使うの」とレベルの高さに驚

いていました。これは余計なことなんですけども。ここに書いてある海外派遣事業の準備をします

ということ、これは港区の英語教育充実という大きなプロジェクトの中での重要な事業だと思いま
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す。これのもう少し具体的な構想というか、来年度ぐらいからもう派遣できるようにするのか、ち

ょっとその辺の具体的なことが少し知りたいと思います。 

○指導室長 構想としては来年度から実施したいということで、小学生と中学生をそれぞれ、今の

ところでは５０名程度を募集していければという考え方になっています。実際にはこれからどうな

るかということと、日数的にも今検討している段階でございます。先日も小学校長の代表の方と準

備委員会第１回目を実施いたしましたところでございますが、そこでさまざまな意見をいただきま

したので、またさらに調整して、日数の問題なども含めて検討してまいりたいと思っております。 

○澤委員 これは、ぜひとも先生方もたくさん行っていただきたいですね。子どもたちももちろん

大事ですけれども、先生方もいいチャンスではないのかなと。 

○指導室長 わかりました。 

○五味原委員長 これは教育特区校８校と準備校ですか、この１１校。この違いというのは何です

か。特区の問題点ですか。 

○指導室長 まず８校につきましては、かなり先進的に国際理解、英語活動について実際にもうや

ってきた、実績がある学校をまず８校選んで、週２時間の７０時間を設置しております。１１校に

つきましては、まだ手をつけていないような状況がありましたので、少しずつ、週に１時間の英語

学習を進めながら、来年度には同じように全部週２時間の時間を国際科にとるという、そういう考

え方でございます。少し準備段階を置くということで考えております。 

○五味原委員長 そうしますとこの教育特区の中で分けられているわけではないわけですね。 

○指導室長 はい、全部が、区全体が教育特区。 

○五味原委員長 区全体が特区ということでいいのですね。わかりました。こちらの都合ですね。 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

○横矢委員 放課後児童育成事業についてですが、学童の機能を取り入れた事業内容とした所とそ

うではない所があると思うのですが、どうして分かれているのかということと、学童とこの放課後

児童育成事業がどの程度うまくいきそうなのか、現状のことなどをお話いただければと思います。 

○生涯学習推進課長 そちらの資料は参考ということで書いてございますが、どうして分かれてい

るのか。放課後事業につきましては教育委員会所管でございまして、ここの生涯学習推進課が担当

して、学童クラブについては、実施にあたりましては地区活動として当たるというような形で位置

づけられています。放課後児童育成事業は、目的としてはそこに書いてございますように学校生活

ですね、児童の社会性・創造性を養うというようなことに主眼を置いています。学童クラブのほう

につきましては、対象が小学１年生から３年生までというようなことで、児童の保護者の就労等の

理由で保護を受けられない児童にセーフティな拠点を用意するというような形で、児童の健全育成

を助長するということです。 

○横矢委員 済みません、差についてはもちろんわかっているのですけれども、それがなぜうまく

学童機能を取り入れられる学校と、それから取り入れられない、しないという学校に分かれたのか

ということを教えていただきたいのですけれども。 

○生涯学習推進課長 学童クラブは、先ほど申し上げましたように、子ども課が所管してやってい
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く事業です。教育委員会の放課後事業は、もともとそこでの成り立ちが異なるというのがありまし

たので、それぞれの目的に沿って進むという形になります。 

○次長 ごく簡単に言いますと、近くに学童クラブがある所は、極端にいえば、学童クラブ機能を

持った放課後教育、学校のほうのそういう施設はいらない、そういう機能はいらない。どうしても

学童クラブでもオーバーフローしている例があって、その部分を学校側で放課後育成事業の中の拡

大みたいなところでバックアップしてもらえないかみたいなところがある所もあります。ちょっと

施設によってさまざまですけれども、一つは機能・役割が非常に似かよって、対象者が全く同じに

なってきますので、その辺をどうやってきちんとすみ分けなくてはいけないかという問題と。 

 もう一つは、では私どものほうは通常のお子さん方を健全に、５時６時ぐらいまで、こういう都

心ですから遊び場もあまり少ない、安全な遊ぶ場所がないということで提供しているのですけれど

も。同時に学童の機能までは付加されていくと、ある部分機能が変わってきますので、その辺のと

ころは今後ちょっと十分論議をし、整備していこうというふうには思っております。 

○横矢委員 わかりました。何となく簡単に、学童機能を取り入れた事業内容としましたと書いて

あるので、そんなにうまく簡単にいくのかしらというところが疑問だったのですけれども、いろい

ろ検討していただいて、子どもたちが安全に遊べる場を確保していく方向で進めていただければと

思います。ありがとうございます。 

○教育長 今、次長が話をしたとおりなのですけども、南山小学校は、学童クラブが南山小学校の

中に仮の施設としてあったんです。そこに放課後も設置して隣同士でやっていたと。これはやはり

対象は南山小学校の子どもたちですから一緒にやって、機能を拡大して取り入れたほうがいいだろ

うと。これが一つのモデルですよね、これからのね。そういう意味で、「放課ＧＯ→しば」は今度芝

児童館の関係がありましたから芝につくったということで、後でこれまた報告が生涯学習推進課長

のほうからありますけれども、やはりこれをやったことによって利用者が相当拡大しているという

報告がありますので、利用者にとっては大変安全、安心も含めていい取り組みなのではないかなと

思っています。 

○小島委員 前にはどちらかはおやつが出る、もう一方ではおやつが出ないということでしたが、

現在は両方とも出すようになった、改善されたのでしょう？ 

○生涯学習推進課長 学童クラブ機能を取り入れた「なんざん」につきましては、一応放課後事業

の中でそれを取り入れています。おやつ代については実費でいただくような形になっています。 

○小島委員 子どもにとって、おやつが出るか出ないかは重要な問題ですから。 

○五味原委員長 ほかにはいかがでしょうか。 

○小島委員 学力向上事業の件ですが、土曜特別講座、これは非常に評判よかったのですよね。土

曜特別講座に対する見方、今後の発展のため何か政策的に考えているのでしょうか。あともう１点、

小学校でもやっていただきたいなと思っているのですが、小学校での実施の考えはあるのでしょう

か。 

○指導室長 今年度は全校にすべての学校でということで、５月２日現在で６割のお子さんの、子

どもたちの申し込みがございました。その数字から見ても大変好評であるというふうに思っており
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まして、中学校では継続していくということを考えたいと思います。小学校につきましては、現在

の段階では検討してございません。 

○小島委員 小学校も土曜日に基礎的な勉強をさせれば、学力の向上や教育の充実になると思うの

ですが、小学校についてはまだ検討はしていないということですか。 

○指導室長 はい、そうでございます。 

○小島委員 ぜひ検討していただきたいです。 

○五味原委員長 要望でございますね。 

○小島委員 要望です。 

○五味原委員長 小島委員の要望ですね。ほかにはいかがでございましょうか。よろしゅうござい

ますでしょうか。 

 それでは平成１８年度の懸案課題については終わらせていただきます。 

 

 ２ 魅力ある区立学校づくりのためのアンケート調査について 

○五味原委員長 魅力ある区立学校づくりのためのアンケート調査について。教育政策担当課長、

お願いします。 

○教育政策担当課長 それでは、アンケート調査について実施概要に沿って説明をさせていただき

ます。 

 本調査は昨年度実施しました継続事業ということで２年目でございます。 

 調査の目的ですが、これから幼稚園や小・中学校に進まれるお子さんをお持ちの保護者の方に、

幼稚園や学校、教育施策に関する要望やご意見をお聞きし、魅力づくりに活用するとともに、教育

施策に反映することを目的とするものでございます。 

 実施時期でございます。設問の設計から案文作成について、４月と５月中を予定しております。

契約ですが、昨年度も業者委託をしましたが、５月中旬に業者と契約をしたいと考えております。

アンケートの実施、それから集計の時期につきましては、６月から８月を予定しております。集計

結果報告・概要版の配付につきましては９月を予定しております。 

 ２番目、実施方法でございます。業務委託により実施をいたします。調査票の作成・発送・集計

分析・報告書作成等を業者委託いたします。調査方法は、調査対象者に調査票を郵送し、返信用封

筒により回収いたします。 

 ３番目、調査対象でございます。今後、区立幼稚園・小学校・中学校の就学を迎える幼児・児童

及び現在中学校１年生の生徒の保護者を対象とし、要件としましては、５月１日現在、住民登録の

ある区民で、４月１日現在、下記年齢に該当する区民の世帯を対象といたします。年齢としまして

は満２歳児の保護者、４歳児、１０歳児、１２歳児の保護者でございます。参考までに４月１日現

在の人数を記載しております。２歳児が昨年度１，４１７人、４歳児が１，２６３人、１０歳児が

１，０８５人、１２歳児が１，１００人でございました。正式には５月１日現在の住民の登録ある

方を対象として調査を実施いたします。 

 １枚おめくりください。４番目、調査項目でございます。本年度の調査項目につきましてはこれ
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から検討をいたしますが、掲載しましたのは昨年度実施いたしましたアンケートについての項目ご

との設問をまとめたものでございます。各項目についてはごらんいただければと思います。 

 続きまして、５番目、予算措置でございます。予算は３８０万円程度を委託費として予定してお

ります。 

 ６番目、報告・広報等でございます。本日、教育委員会へご報告申し上げました。今後の予定と

いたしましては、校長先生の代表であります、みなと教育連絡会に５月２３日、それから校園長会

に６月１日に実施の概要について報告をしたいと思います。また広報につきましては６月１日号へ

掲載をいたします。結果につきましては概要版を９月に報告したいと思っております。それからそ

の概要版の作成・配付につきましては、関係各課、学校、幼稚園、ＰＴＡ、区の幹部職員、区議会、

関係機関等に９月に配付したいと考えております。集計結果につきましては９月２１日号の広報み

なとに掲載したいと思います。 

 以上、簡単ではございますが、アンケートについての報告でございます。 

○五味原委員長 アンケート調査につきましてはいかがでございましょうか。 

○澤委員 こういうアンケートを昨年度とって、継続的に今年もとるということで、非常にいいこ

とだと思います。これは当然業者は同じになるのですか。 

○教育政策担当課長 業者については、入札で実施しますので、必ずしも同じということにはなら

ないかと思います。 

○澤委員 そういうことですか。では昨年と違う場合も。そういうのは何か合理的なのですかね。

いや、要するに集計とかノウハウというのが、１回やるとある程度決まってくるわけですよね。だ

からわざわざ全く新たなところに、値段が安いというのが大事でしょうが。昨年やったところは安

くできそうだからって安くしてくれるのかな。要するにノウハウを積み重ねるような形の運営の仕

方が大事なのではないかなと思うのですよね。委託するにしても、癒着ということではなくて。 

 もう一つ重要なことは、集計分析とか報告書を作成してもらうわけですけれども、では昨年とど

う違うのかとか、そういう変化というのも分析の中に入れてもらう必要がある。１回１回こうなり

ましたって、１回しかやらないならいいのですけれどもね。だから、業者に委託するのだとすると、

そういう視点もしっかり要望して、そういう中で入札をして、結果として去年と同じであれば、そ

れはそれで結構なことだし、いや、もっといい業者がいるのかもしれないのですけれども。ただ安

くやれというのではなくて、こちらから、去年も実施しているし、このアンケートをどういうふう

に使うのかという、そういう分析の仕方についても、ノウハウが積み重なるような、そういう要望

の仕方をしていただきたいなと。入札だから何ともいえませんけれども、やっぱりこれっきりとい

うようなことではない、そういう委託の仕方というのもあり得るのではないかなということなので

すけれどもね。それは業者が逆に考えてもらわなくてはいけないことだと思いますね。 

 それから余計なことですけれども、満１２歳児が１，１００人で２歳児が１，４００人というこ

とは、これだけ子どもの数がふえるということなんですね。 

○五味原委員長 数字の上では。 

○澤委員 数字の上では４割。だからさっきいろいろ仮校舎だとかそういう話が出ていました。 
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○五味原委員長 ３０％近く。 

○澤委員 久しぶりにこんなに子どもの数がふえるような、港区になりましたね。 

○五味原委員長 この設問というのは前回とそのまま同じですか、それとも内容的には少し変えて

あるのですか。 

○教育政策担当課長 ２年目でございますので、ある程度経年のデータ変化をみたいということも

ございますので、基本的な部分は変えないつもりです。ですが一部は新たな質問項目は設置したい

と思いますので、いずれにしましても今後その点については詰めていきたいと考えております。 

○五味原委員長 それは業者を決めてから内容について検討するのですか。前もって検討した内容

に基づいて業者を選ぶのですか。 

○教育政策担当課長 業者を選ぶ際に仕様書を作成しますので、その段階で一定程度こちらの要望

は盛り込みたいと思います。もちろん業者が決まってから、設問についてもまた詰める部分はある

かと思います。 

○五味原委員長 設問の仕方というのは、やっぱり調査会社の一つの専門のノウハウなのですよね。

いかように導いて、しっかりと答えをもらうか。 

○教育長 昨年、第１回目の調査したときにも、回答者の方々が回答しにくいような設問のものが

最初の段階であったので、そういうことのないように、十分注意してやっていただきたいというこ

とと、もう一つは、ここにも書いてあるように、この調査結果をしっかり分析し、その分析に基づ

いて施策にあらわしていかなくてはならない。ということは、昨年も１回やっているわけですから、

やったものが今年度の施策にどのようにあらわれているのかということもきちんと示しておかなく

てはいけない。それがないと今度は２回目、ただの経年変化だよと言われてもね、やはり区民の方

も、ああ、こういう回答をした結果、こんな施策が変わったのだな、新たなことが生まれたのだな

ということが、回答者にもやはりきちんと伝わるように、区民に伝わるようにやっぱりするべきだ

と思うのですよね。その辺もあわせて考えて、取り組んでいただきたいと思います。 

○教育政策担当課長 今、教育長がおっしゃったように、回答しにくい設問ということもあったと

一部聞いております。それについては、今年度は改善していきたいと考えております。それから２

番目の、分析に基づいて、そういったニーズについてどう施策に反映するかというご質問でござい

ますけれども、昨年度はやはり魅力ある学校づくりということで、そういったニーズをとらえまし

て、予算を拡充して、今年度は一定程度予算措置をして各学校に配当したという実績はございます

ので、引き続き来年度についてもそういったニーズをとらえて、反映していきたいと考えておりま

す。 

○五味原委員長 ほかにございませんか。 

 

 ３ 幼児・児童・生徒の事故について 

○五味原委員長 それでは次に移らしていただきます。 

 幼児・児童・生徒の事故について、学務課長お願いいたします。 

○学務課長 それでは資料ナンバー３をごらんいただきたいと思います。 
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 幼児・児童・生徒の事故の報告についてでございます。 

 まず１ページ目ですけれども、こちらは平成１７年４月から平成１８年３月までの平成１７年度

の被災件数をまとめたものでございます。合計で一番右下から２段目の欄ですけども、２２件とい

う数字になっております。平成１６年度については１９件ということでございました。 

 １枚おめくりをいただきまして、こちらのペーパーは平成１８年の１月から３月、３学期分の被

災状況を示したものでございます。 

 続きまして、３ページ目でございます。こちらは今２枚目でご紹介いたしました被災状況の内容

について、状況等についてご説明をしている資料でございます。授業中、休憩時間中に被災が起こ

っております。場所については体育館、２階階段、教室入口、３階廊下、オープンスペースで、さ

らに傷病名、状況等について説明をしております。 

 簡単ですけれども、以上でございます。 

○五味原委員長 ただいまの報告についてはいかがでございましょう。 

○小島委員 前もそうだったのですが、何か特定の学校に集中しているような感じがするのですよ

ね。 

○学務課長 この事故報告の基準というものを定めて各学校に通知、それに基づいて報告が上がっ

てくるわけなのですけども。その基準が死亡または全治１週間を超える医師等の治療を要するもの

ということで、その辺の考え方といいますか、そうは書いてあるのですけれども、個々学校長の判

断ということもございますので、そのあたりの判断が若干各学校によっても違うということはあり

ます。 

○五味原委員長 ほかにございますでしょうか。 

 

 ４ 生涯学習推進課４月事業実績と５月行事予定について 

○五味原委員長 ないようでございますので、それでは次に移らしていただきます。 

 生涯学習推進課４月事業実績と５月行事予定について、生涯学習推進課長、お願いします。 

○生涯学習推進課長 それでは資料ナンバーの４番をごらんください。こちらは４月の実績表でご

ざいます。 

 まず放課後事業でございますが、しばとなんざんにつきましては、前月から比べて倍増というよ

うな形でふえております。しばですと１，３９１人、なんざんですと９８７人ということでふえて

おります。これは日数の関係で６日ほど長くなっているということもございますが、平均して平日

でしばで６７人程度通ってきている。それからなんざんについては、平日、月から金ですけれども、

平均で４７人が参加しているというような報告を受けてございます。 

 それから次のページにいきまして、５月分の予定でございます。こちらにつきましても４月分の

伸びを予想しまして予定で書いてございます。こちらが生涯学習推進課予定の事業でございます。 

 続きまして、スポーツセンター利用集計ということでございます。４月分でございますけれども、

前月の合計が３６，６７４人ということでご報告申し上げていますので、それから比べますと４０，

０７１人というのは９％伸びているというようなことでございます。その主なものとして、団体利
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用が前回６，６７６人ということでございますので、団体利用が３６％程度伸びておりますので、

これがよいケースになろうかと思います。 

 続きまして、運動場等利用集計でございます。こちらにつきましては、前月と同程度という形に

なっております。 

 続きまして、平成１７年度学校屋内プール利用集計でございます。こちら合計では前年比でござ

いますが、９１．２２％、前年の合計が４７，７１５人でございますので、４３，５２５人という

のは８ポイントですか、上がってございます。こちらの要因としましては本村小学校、こちらが２

割ですか、低下しています。いろいろ理由を聞いてみたのですが、施設が休んでいた日が全くない

ようなので、さらに詳しくここは分析してみたいと考えております。 

 それから平成１７年度小・中学校一般開放集計（スポーツ開放を含む）ということでございます。

こちらは合計で１２％程度伸びております。 

 それから最後、一番下の表でございますけど、遊び場開放利用集計、こちらは９９．８％、同程

度の推移ということでございます。 

 以上でございます。 

○五味原委員長 ただいまの報告についてはいかがでございましょうか。 

 先月の委員会のときに、小・中学校の開放の集計について、学校側と運営者との間に問題があっ

て、集計が遅いという話があったように思うのですが。この辺はその後、何か改善をしております

か。 

○生涯学習推進課長 前回、学校の副校長先生に集計などの事務的なことというような話ではあっ

たのですが、内容を確認してみますとそうではないというようなことだったということです。 

○五味原委員長 学校が運営しているわけではない。 

○生涯学習推進課長 ええ。こちらのほうで集計をする際に、その予約関係の集計表、これをいた

だく時期等について早まらないか、その部分で検討をしているということでございまして、その部

分については努力すると考えていますので、今検討段階ということでございますので、よろしくお

願いしたいなと思います。 

○五味原委員長 そうしますと、一般開放のときの利用者をアカウントするのはだれがするのです

か。 

○生涯学習推進課長 基本的に生涯学習推進課で取りまとめています。 

○五味原委員長 現場でするのは。 

○教育長 実際だれがカウントしているの。 

○生涯学習推進課長 そこでの開放に当たった、開放指導員だと思います。 

○五味原委員長 実際に現場ではだれがカウントしているのか、そしてだれが教育委員会、生涯学

習推進課に対して報告をしてくるのか、後日で結構ですからご説明ください。 

○生涯学習推進課長 そのようにいたします。 

○五味原委員長 ほかにございますでしょうか。 

○澤委員 芝小学校、南山小学校、さっきの学童クラブとの話がありましたけれども、どういった
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ことを取り込んでいるのか非常に人気がありますね。生涯学習推進課長が言われたように、平均す

ると１日に６０人ですか、芝の場合には。施設的には問題ないのですか。 

○生涯学習推進課長 教室のキャパシティの問題になるかと思うのですが、６７人と先ほど平均で

でですね、この人数では問題はないと考えています。 

○澤委員 にぎやかなほうがいいので、問題がなければ大いに活用して、子どもたちに伸び伸びと

遊びの中からいろいろと学んでもらいたいなと思います。 

○教育長 芝の場合は旧芝幼稚園の施設を使っていますので、教室、保育室がそのまま「放課ＧＯ

→しば」になっていますので、ゆとりはありますね。また中庭があそこはちょっとありますので、

そこでの遊びもできるということで、非常に環境はいいのではないかなと思います。 

○澤委員 子どもたちにとっていい環境をつくっているということですね。 

○五味原委員長 質問ですけれども、この「放課ＧＯ→しば」について、実績で１，３９１名、そ

れが来月、現時点での予定では１，６５０人。大幅な数を出していますが、これは一体どういう計

算方法で出しているのですか。 

○生涯学習推進課長 「放課ＧＯ→しば」につきましては、登録がふえてくるというところもござ

いますし、イベント等いろいろ催しがある所では参加者がふえている。先ほど申し上げましたよう

に、キャパシティにも旧芝幼稚園を利用してやってございますので、遊戯室等もございまして、あ

る程度収容できるということで１，６５０名まではじき出しているということでございます。 

○五味原委員長 わかりました。 

○教育長 具体的にいうと、登録数かける開設人数というような形の計算式をやっているのではな

いのですか。イベントをやるからこの月はふえるとかふえないとか、そんなことを予想して出して

いるわけではなくて、登録者数があるわけで、開設日数だって決まるわけですよね。だからその掛

け算かなんかで出しているのではないですか。 

○生涯学習推進課長 ４月の内容でちょっと１日単位で見てみますと、１１日がイベントのあった

関係で１０４名という数が出ておりますね。そのほか少ないときは２０名とかそういうことござい

ます。大体登録人数の５割ないし６割というようなところでの積算になろうかと思います。 

○教育長 だからイベントがあるなしで予測して人数を出しているのではなくて、その登録人数の

６かけなのか７かけなのかわからないけれども、統計上そのぐらいで大体合うかというところなの

ですよね。 

○生涯学習推進課長 はい、そうです。 

○五味原委員長 放課ＧＯ→というのは、土曜、日曜、祭日はやらないわけですね。これもやるの

ですか。 

○生涯学習推進課長 基本的に放課後については平日月曜日から金曜日の放課後から５時まででご

ざいます。先ほど学童クラブ機能を取り入れた場合は、それは放課後から６時までというのと、土

曜日も実施します。 

○五味原委員長 日曜、祭日は。 

○生涯学習推進課長 基本的に日曜はなしという形です。 
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○五味原委員長 祭日も。 

○生涯学習推進課長 特別にやるということを決めない限りはありません。 

○五味原委員長 そうしますとなおのこと、５月は非常に祭日が多くて、そういう意味では計算の

仕方をもう少し気をつけて予測を立てていただきたいと思うのですね。どちらにしても、来月結果

を見ればわかると思うので。 

○澤委員 でも教育長の話だとちゃんと計算して出しているはずだから。計画でいいのではないで

すか。 

○五味原委員長 ほかにはございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 

 ５ 図書・文化財課４月事業実績と５月行事予定について 

○五味原委員長 それでは次に移らしていただきます。 

 図書・文化財課４月事業実績と５月行事予定について。図書・文化財課長お願いします。 

○図書・文化財課長 それでは資料ナンバー５をごらんください。図書館の行事実績表の４月分で

ございます。全体では２５回行事を実施しておりまして、４５７人が参加をしたということでござ

います。 

 次のページでございますが、５月の図書館の行事予定表でございます。基本的には毎月やってい

ることの繰り返しをしております。内容についてはごらんのとおりであります。 

 それから３ページ目でございます。図書館の利用集計表、それから予約数の集計表、それと収蔵

資料数・利用登録者数の推移ということで、一応４月分だけを記載してございます。 

 それから開いていただきまして、郷土資料館の実績でございます。４月は３回見学がございまし

た。それから５月の郷土資料館の予定ですが、特段入っておりません。 

 実績と予定につきましては、以上でございます。 

○五味原委員長 ただいまの図書・文化財課報告につきましてはいかがでございましょうか。 

○澤委員 映画というのは全体的に結構人気があるようなのですけれども。前に水野さんがやって

いましたよね。あれはたまたまこの４月５月はなくて、引き続きやっていただいているのですか。 

○図書・文化財課長 みなと図書館の映画会については、水野晴郎さんが解説をしておられます。

この中では４月２２日です。みなとシネクラブでは水野晴郎さんがお話しております。 

○澤委員 ああ、そうなのですか。ここには書いてないけれども、お話していただいているのです

か、４月２２日に。 

○図書・文化財課長 はい。 

○五味原委員長 ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 

 ６ 指導室５月行事予定について 

○五味原委員長 指導室５月行事予定について、指導室長、お願いいたします。 

○指導室長 資料ナンバー６をごらんください。ここにありますとおり、５月の事業予定を示して

あります。最後、学校訪問というのがございまして、白金台幼稚園につきましては教育委員の方に
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もご一緒していただくような計画でございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。以

上でございます。 

○五味原委員長 ただいまの指導室事業については、いかがでございましょう。 

○澤委員 指導室事業ではないのですけれども、新学期がスタートして一カ月、連休も終わりまし

たけれども、特に学校現場で何か問題とかそういったことは、指導室長のお立場で何かつかんでい

ることがあるのか、順調にいっているのかその辺を。 

○指導室長 各幼・小・中学校とも今のところ順調に進んでおりますが、１点、卒業した、高校生

になった子どもたちで問題のある子どもが戻ってきて、中学生あたりを誘って、何か問題を起こす

のではないかという情報が入っております。早速生活指導主任会が本日ございますので、その場で

特に中学校につきましては、その注意を喚起するとともに、教員に対しても情報を流して、子ども

たちの生活指導、健全育成に努めたいと考えております。 

○澤委員 そういう情報もちゃんと入ってきて対応をやっていただいているわけですか。 

○五味原委員長 ほかにはいかがでございましょうか。 

 先日見せていただきました英語の教科書、あれはいつごろ子どもたち全員に配付するのですか。 

○指導室長 今、若干問題点があってそこを直しておりますので、５月末ぐらいではないかという

ふうに、印刷を全部し直しているという状況でございます。子どもには渡っていますが。 

○五味原委員長 もう渡っているのですか。 

○指導室長 ええ、ないとできませんので渡っていますが、おうちには持って帰らないでと言って

おります。 

○五味原委員長 では子どもには渡しているわけですね。 

○指導室長 そうです。 

○五味原委員長 わかりました。あれは１・２・３巻とレベルで三つに分けておりましたが、あれ

はどういうふうに配付しているのですか。 

○指導室長 はい。本来は４・５・６というふうにつくる予定であるのですが、まだ１・２・３ま

でということでありまして、１は１年生に、２は２年生に、３を３・４・５・６年生というふうに

使っております。 

○教育長 見開き１ページで何時間分だったのですかね。 

○指導室長 ８時間ですね。 

○教育長 ですから中学校の教科書のように、見開きでどんどんやるのではなくて、あそこに書か

れている背景・風景といいますか、シチュエーションといいますか、それを８時間かけて繰り返し

やっていくと、音声でやっていくと。文字を覚えたり何とかするということではないということで

すよね。教科書というとらえ方をすると、ちょっと誤解が生じるところがやっぱりあるのではない

のですかね。 

○五味原委員長 見本的ですね、使い方としては。 

○教育長 一ついいですか。１日の国際科についての概要の説明会、これは教員対象にやったのか

と思いますけれども、この辺についてどんな内容であったのか、あるいはどういう雰囲気というか、
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異動してきた教員もいますのでね。そういう意味でその辺のことをある程度教えていただければな

と思います。 

○指導室長 この説明会は、４月にも１回やっていまして、４月と５月でほぼ９割方の先生方が参

加しております。教科書を編集した伊藤嘉一先生、それから股野先生という方により、どういうふ

うな教科書のコンセプトで編集したかということと使い方についての説明がありました。 

 具体的に英語の授業の進め方、それからＮＴも来ていまして、どんなふうにやったらいいかとい

う具体的な話がありました。 

 先生方の予想としては、やはり困惑しているところもありますが、先進的に取り組んでいる特区

校の８校の先生方については、かなり積極的な意見が出ていました。 

 初めての試みということでありますので、この英語活動が、英語学習が週に２時間あるのは結構

多いなという声も聞かれておりますし、先ほどのイングリッシュテキストブックの使い方について、

これはどういうふうに使ったらいいのか。それからまだ始めたばかりですから、ＮＴの人たちの技

能や、それから指導内容や打ち合わせの時間がなかなかとれないという苦しみなどが多く出されて

おります。 

○五味原委員長 先生の指導用の、何と言うのでしょうか、ガイダンス的なものはあるのですか。 

○指導室長 教育計画というか、指導内容についての詳案といいますか、そういうものを学校に届

けて今やっているところです。本当は年間全部できた物をお渡ししたいところなのですが、今やり

ながら５月分は次にこうですというふうにして、つくりつつ進みつつやっているという状況でござ

います。 

○五味原委員長 指導書は。 

○指導室長 できるそうです。 

○五味原委員長 指導書はまだできていない。 

○指導室長 まだできていません。 

○五味原委員長 それもつくる予定。 

○指導室長 はい、そうです。 

○五味原委員長 ほかにいかがでございましょうか。 

 

第２ 協議事項 

 １ 港区における生涯学習の施策の方向づけについて 

  （１）学校教育の環境整備について 

○五味原委員長 それではないようでございますので、次に日程第２、協議事項。 

 港区における生涯学習の施策の方向づけのうち、学校教育の環境整備について、教育政策担当課

長お願いします。 

○教育政策担当課長 本日のところ、継続でお願いいたします。 

○五味原委員長 学務課長、いかがですか。 

○学務課長 本日のところ、継続でお願いいたします。 
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○五味原委員長 それでは、この件につきましては継続とさせていただきます。 

 

  （２）社会教育の施策について 

○五味原委員長 社会教育の施策について、生涯学習推進課長。 

○生涯学習推進課長 本日のところ、継続でお願いいたします。 

○五味原委員長 はい、それではこの件につきましては、継続協議とさせていただきます。 

 

第３ 審議事項 

 １ 議案第２１号 港区立運動場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

○五味原委員長 次に、日程第３、審議事項。 

 議案第２１号 港区立運動場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則について、生涯

学習推進課長お願いします。 

○生涯学習推進課長 教育委員会議案、資料Ｎｏ.１をごらんください。こちら議案第２１号でござ

います。この条例につきましては、既に港区教育委員会でご決定いただいておりますが、その中で

運動場の、この芝公園多目的運動場については、教育委員会規則で定めてから施行するという形に

なってございますので今回ご提出しました。 

 ２枚目のほうをごらんいただきたいと思います。港区立運動場条例の一部を改正する条例とある

のですけれども、この施行期日を平成１８年１０月１５日とするということで、今回ご審議いただ

きまして、ご決定いただきますようお願いしたいと思います。 

○五味原委員長 ただいまの説明につきまして、ご質問等ございますか。 

○生涯学習推進課長 こちらにつきましては、工事中断の関係で３カ月以上遅れているというよう

な状況がございました。本体工事は９月の中ぐらいに終了するのですが、それから外溝工事が１０

月の中ぐらいまで予定されています。それから検査というようなことで、１０月末に検査が終わる

ような格好でございました。 

 それにつきまして、やはり早めてほしいということを申し上げて施設課に努力してもらうという

ことで、１０月１５日をオープンの日と決めさせていただきたく、提出させていただいたというこ

との経過がございます。 

○五味原委員長 ご質問のある方どうぞ。 

 課長、区切りのいい平成１８年１０月の、例えば１日とするとしたら、これは何か問題点がある

のですか。 

○生涯学習推進課長 引き渡しから検査まで、ちょっと時間を要するということがございますので。 

○五味原委員長 引き渡し前に施行日がなっていたならば、何か問題点があるのですか。 

○生涯学習推進課長 施行日というのは、ここからオープンするということでございますので、利

用できる期日でございます。まだ検査が済んでいない、例えばシックハウスの件とか、そういう部

分でオープンするのはやはり望ましくないと思います。 

○五味原委員長 例えば１０日にすべてが完了することができた。これからプッシュすることによ



 － 22 － 

って。そうしましたら、またこの規則を改正するわけですか。 

○生涯学習推進課長 一応オープンの期日ということで、こちらが出した日にちからスタートする

ということでございますので、規則と異なる形になろうと思います。 

○五味原委員長 もともとこの事業自体は、土地の環境問題で約３カ月遅れたわけですね。その後

いろいろとやっている中で、夏のプールが例え何日かでも使えないかというのが一つあって、途中

の経緯では３カ月遅れたけれども、それよりも場合によるともう少し早くできるかもしれない可能

性がある。一番の問題点は梅雨の間の天候次第というのが大きなポイントですよというのが出てき

た問題でしたよね。 

 今の予定でいくと、もしあと５日でも１週間でも早くオープンができる状態になったときには、

この規則だと直さなくてはならないわけですよね。 

 だから私が質問している内容は、例えば施行日を１０月１日とするとか、１０月１０日というこ

とにすると、これは何か条例や規則上の扱い方で問題があるのですかという質問をしているのです。

おわかりいただけましたか。 

○生涯学習推進課長 一応規則で定めた日にちよりも前後するということでありますと、やはりこ

の規則に抵触するのかなというふうに思われます。 

○次長 正式にいえば、規則で開設日を定めますと、その日からオープンということになりますの

で、厳密にいえば、規則改正をもう１回しなくてはいけないという、前にずれても後にずれてもと

いうことになりますけれども。ちょっとこの施行日はこういった経過で遅れた事実がございますの

で、我々もなるべく早く１０月１日とか、あるいは１０月１０日の体育の日とか、ちょっとでも区

切りのいい形ででも早くオープンできないかというふうにちょっと施設のほうとも検討してもらい

ますので、今日のところ施行日は一応１５日にしておりますけれども、なるべく早められれば早め

たい。そのときには持ち回りなり何なりでも、ちょっと本日のご同意といいますか、全体的に合意

を得られれば、そのような努力をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○五味原委員長 慣例的に施行日というのは、例えばやり得る日に合わせるというのが一つの考え

方なわけですね、従来からいくと。 

○次長 従来からいうとそのとおりですけれども、いろいろなやり方をとるところはありまして、

オープン前にトライアルで「どうぞお使いください」といって無料開放にしてしまうような所もあ

りますし、宣伝を兼ねてですね。だから施行日をぼかさずに一週間はお試し体験みたいな形で利用

していただくみたいなやり方をとるところもありますし。 

○五味原委員長 その場合は条例と関係ないわけですか。 

○次長 条例や規則と関係ありません。いろいろな方法がありますので、ちょっと事務局のほうに

お任せいただけると。 

○小島委員 今の次長の説明で、施行日とオープンの日が一致していなければいけないようなお話

ですけれども、条例や規則の中身をもう一度よく見ないとわからないのですが、オープンの日と条

例の施行日が一致してなくてはいけないというのはなぜなのですか。 

○次長 くどくなって恐縮ですけども、地方自治法上の公の施設という位置づけになります。そう
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すると公の施設というのは利用をする、利用承認を区が与えるという行政行為と、逆に利用を拒否

する行政行為の両方がその日から発生する。あるいは使用料をその日からとらねばならない、ある

いは利用者は払わねばならないという権利義務の関係が発生する。ちょっと厳密に言って申しわけ

ないです。そういう意味での施行日というのは通常オープンの日という。ただそうは言っても、先

ほど申しましたように、一週間ぐらいはお試し体験とか、いろいろなことをしてしまっているとこ

ろがありますので。 

○五味原委員長 理解できました。ほかにはございますでしょうか。 

 ほかにないようでございますので、それでは採決に入らしていただきます。 

 議案第２１号については、原案どおり可決するということで異義ございませんか。 

（異議なし） 

○五味原委員長 よろしゅうございますか。 

 異義ないものと認め、議案第２１号につきましては、原案どおり可決することに決定いたします。 

 ほかに何かございますか。 

 

「閉 会」 

○五味原委員長 ほかに何かございますか。 

 ないようでございますので、以上をもちまして、本日の教育委員会を閉会といたします。 

 次回は５月２３日（火）、午前１０時から委員会室で予定しております。 

 どうも長時間ありがとうございました。 

（午前１１時４４分） 
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